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リボルビング方式の貸付について 

 

1. リボルビング方式の貸付とは 

予め締結する基本契約(包括契約)において、貸付金利、貸付限度額、返済方式等の基本事項を定めておき、それに従って、借入と

返済を繰り返す貸付形態。 

 

2. リボルビング方式の貸付の実態 

① 貸付限度額 

100万円～300万円。当初は低く設定され(50万円以下)、その後返済実績を積むことで引き上げ可能。 

 

② 金利 

当初25～29％程度。残高の多い顧客に対しては低い金利が適用される場合もある。 

 

③ 毎月の最低返済額(返済期間) 

残高に応じた一定額又は残高の一定割合(通常残高の1～5％)で設定。追加借入せずに毎月最低返済額のみ返済した場合の返済期

間は3年～8年が一般的。残高が多い場合や最低返済額が残高の減少に応じて随時に変更される契約の場合、更に長期化することも

ある。 

 

④ 1社の債務者1人当たり平均貸付残高 

50～65万円程度。各社とも近年増加傾向。業者からのヒアリングによると、相対的に残高の少ない新規顧客の割合が減っている

こと等による。 

 

⑤ 契約途中での与信見直し 

貸付限度額は顧客との基本契約で設定する。その後、顧客から限度額引上げの要請があった場合、内部的に設定した貸付限度額の範

囲内であれば引上げに応じる。内部的に設定した貸付限度額は、契約上の限度額とは別に、取引状況(返済状況等)、信用情報機関への

照会(数ヶ月毎に実施)、顧客からの届出(勤務状況変更等)を契機に見直す。 
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リボルビング貸付における債務累積のイメージ 
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◎　借入時残高スライド元利定額方式

追加の借入をしたときは、借入後の残高に応じて最低返済額が決まる。

利子分
　・・・・・

元本分

◎　残高スライド元利定額方式

残高に応じて最低返済額が設定される（返済により残高が減ると最低返済額は少なくなる。）。

利子分

　　・・・・・

元本分

追加借入
（当初残高と同額まで）

追加借入
（当初残高と同額まで）
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貸付額 実質年利 返済方式（注１） 最低返済金額

アコム 300万円以内 15.0％～27.375％
借入時残高スライ
ド元利定額方式

～10万円　　　3千円
　以降10万円毎に3千円加算
（貸付金利24.0％以下は2.5千円以上、
19.0％以下は2千円以上）

81回（注３） 7年9ヶ月（注３）

武富士 100万円以内 13.5％～27.375％
借入時残高スライ
ド元利定額方式

～ 10万円 　  5千円
　以降40万円まで10万円毎に4千円
～ 60万円　2万1千円
～ 70万円　2万5千円
　　以降100万円まで10万円毎に3千円

～ 50万円　最長37回
～100万円  最長49回

～ 50万円　最長3年1ヶ月
～100万円　最長4年1ヶ月

アイフル 300万円以内
～ 50万円　12.775％～28.835％
～200万円　12.775％～28.0％
～300万円　12.775％～22.5％

借入時残高スライ
ド元金定率方式

～ 50万円　残高の2.0％
～200万円  残高の1.5％
～300万円  残高の1.0％

～ 50万円　最長 55回
～200万円  最長 68回
～300万円  最長101回

～ 50万円　最長5年 5ヶ月
～200万円　最長6年 8ヶ月
～300万円　最長9年10ヶ月

元金定額方式

・　借入限度額1万円～100万円
　　元金5千円＋利息
・　借入限度額100万円超～150万円
　　元金1万5千円＋利息
・　借入限度額150万円超～300万円
　　元金2万円＋利息

・　借入限度額1万円～100万円
　　最長200回
・　借入限度額100万円超～150万円
　　最長100回
・　借入限度額150万円超～300万円
　　最長100回

・　借入限度額1万円～100万円
　　最長19年6ヶ月
・　借入限度額100万円超～150万円
　　最長 9年9ヶ月
・　借入限度額150万円超～300万円
　　最長 9年9ヶ月

残高スライド元利
定額方式

・　借入限度額100万円以下
　～　 5万円　　 2千円
    　以降40万円まで10万円毎に2千円
　～　60万円　1万8千円
　　　以降80万円まで10万円毎に3千円
　～　90万円　2万6千円
　～ 100万円　2万8千円
・　借入限度額100万円超～200万円
　～　30万円　1万円
　～　50万円  1万5千円
　～ 100万円　3万円
　～ 130万円　4万円
　～ 150万円　5万円
　～ 200万円　6万円

・　借入限度額100万円以下
　　最長302回

・　借入限度額100万円超～200万円
　　最長165回

・　借入限度額100万円以下
　　最長29年8ヶ月

・　借入限度額100万円超～200万円
　　最長16年1ヶ月

借入時残高スライ
ド元利定額方式

～10万円　3千円
　以降10万円毎に2千円又は3千円加算
　（例）
　　40万円超～ 50万円　1万2千円
　　90万円超～100万円  2万4千円
　 140万円超～150万円  3万5千円
　 190万円超～200万円　4万7千円
　 290万円超～300万円　7万円

最長120回 最長11年8ヶ月

三洋信販 200万円以内 14.9％～29.0％
借入時残高スライ
ド元利定額方式

～10万円　4千円
　以降10万円毎に3千円加算

最長40回 最長3年4ヶ月

（注１） 返済方式については、各社の主要なものを記載。

（注２） 最長返済期間は、最低返済金額に基づいて算出したもの（アコム、アイフル及びプロミスについては35日毎の返済、武富士及び三洋信販については毎月1回の返済を前提に算出）。

（注３）

主要な貸金業者のリボルビング方式の概要一覧（５社）

貸付額50万円、金利27.375％、35日ごとの返済、最低支払額15千円の条件に基づき算出したもの。

プロミス 300万円以内 17.8％～25.5％

最長返済期間（注２）

返済額が逓
減するの
で、理論上
の返済期間
は長くな
る。
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17 条書面○ 

18 条書面○ 

18 条書面 × 

17 条書面△（郵送○） 

17 条書面△（郵送○） 

18 条書面△ 

17 条書面○（郵送）

18 条書面× 

 
 
 
 
 
 
 
  

債務者 
B 

A.貸金業者 
ATM 

C.銀行 
ATM 

 

B.信販会社 
ATM 

債務者 
A 

債務者 
B 

債務者 
A 
 

ATM 利用時の書面交付状況 

弁済は預金口座へ
の払込みとなってい
るため、貸金業規制
法 18 条 2 項に基づ
き、弁済者の請求が
ない限り、書面交付
は不要。 

弁済は預金口座への払込みとなってい
るため、貸金業規制法 18 条 2 項に基づ
き、弁済者の請求がない限り、書面交付
は不要。 

自社 
ATM 

43 条要件○ 

43 条要件○ 

43 条要件○ 

43 条要件× 

 
○ 記載事項完備 
△ 記載事項一部対応 
× 交付しない 

提携 
ATM 

自社 
ATM 

貸付 

返済 

返済 

貸付 

返済 

貸付 

返済 

貸付 

貸付の自社 ATM 割合 
59.7％ 

返済の自社 ATM 割合 
69.0％ 

43 条要件○ 

43 条要件○ 

返済の他社 ATM 割合 
18.8％ 

貸付の他社 ATM 割合 
38.7％ 

43 条要件× 

43 条要件× 
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